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現 行  変 更 案  
子 宮 頸 が ん 検 診 の ため の チェ ッ ク リ ス ト 子 宮 頸 が ん 検 診 の た め の チェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  【 検 診 実 施 機 関 用 】  

解 説 ： 医 師 会 な どが 、 診 療 所 ・ 病 院 等 に 検 体 採 取 を委 託 して 管 理 する 場  
合 に は 、 その 医 師 会 全 体 を ひとつの 検 診 機 関 とみ な して よ い  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解 説 ： ① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ 
て い れ ば ○、 全 員 で な け れ ば ×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い も  
の な ら× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

（ 1）                        要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ
る 
こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か 

変 更 な し 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか 変 更 な し 
（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

 （ 5） 他 の 医 療 機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 
して い る か 

２ ． 問 診 ・ 視 診 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 ・ 視 診 の 精 度 管 理  

（ 1）                     検 診 項 目 は 、 子 宮 頚 部 の 細 胞 診 の ほ か 、 問 診 、 視 診 、 及 び 内 診 と
し 

（ 1） 検 診 項 目 として は 、 子 宮 頸 部 の 、 医 師の 検 体 採 取 に よる 細 胞 診を行 っ 
て い る か て い る か 

（ 2）              問 診は、 妊娠 及び分 娩歴、 月経 の状況 、不正 性器 出血等 の症状
の 

（ 2）              問 診は、 妊娠 及び分 娩歴、 月経 の状況 、不正 性器 出血等 の症状 の 
有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 して い る か  有 無 、 喫 煙 の 有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 して い る か  
（ 3）                   問 診 の 上 、 症 状 （ 体 が ん の 症 状 を 含 む ） の あ る 者 に は 、 適 切 な 医 療
機 関 へ の 受 診 勧 奨 を行 って い る か  

変 更 な し 

（ 4）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 5）                  視 診 は 膣 鏡 を 挿 入 し、 子 宮 頚 部 の 状 況 を 観 察 して い る か 変 更 な し 
３ ． 細 胞 診 の 精 度 管 理  ３ ． 細 胞 診 の 精 度 管 理  

解 説 ： 細 胞 診 の 判 定 業 務 を検 査 施 設 に 委 託 して い る 場 合 は 、 その 検 査 施  
設 全 体 で の(4)～ （ 8） お よ び(11)～(13)の 状況 を確 認 して 回 答 する 

（ 1）                   細 胞 診 は 、 直 視 下 に （ 必 要 に 応 じて 双 合 診 を 併 用 し） 子 宮 頚 管 及
び 

（ 1） 細 胞 診 は 直 視 下 に 子 宮 頸 管 及 び 膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を  
膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を採 取 し、 迅 速 に 処 理 (固 定)した後 、 パ  採 取 し、 迅 速 に 処 理 （ 固 定 な ど） して い る か 
パ ニコ ロ ウ 染 色 を行 い 観 察 して い る か  

 （ 2） 各 検 診 機 関 、 医 療 機 関で 採 取 され た細 胞 診 検 体 が 適 切な 細 胞 診 標 本 
に 作 製 され て い る か どう か 確 認 して い る か 

（ 2）                   細 胞 診 の 業 務 を 委 託 す る 場 合 は 、 そ の 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を 明 記 し （ 3） 委 託 機 関 （ 施 設 名） を仕 様 書 に 明 記 して い る か 
て い る か  

解 説 ： 委 託 先 で 適 正 に 検 査 が 行 わ れ て い る か ど う か 、 精 度 管 理 状 況 等 を  
把 握 す る 。 具 体 的 に は （ 4） ～ （ 8） 、 （ 11） ～ （ 13） に つい て 確 認 で き れ ば ○） 

（ 3）                日本臨 床細 胞学会 の認定 を受 けた細 胞診専 門医 と細 胞 検査士 が （ 4） 公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞 診 専 門 医 と細  
連 携 して 検 査 を行 って い る か注 1） 胞 検 査 士 が連 携 して 検 査 を行 って い る か   注 1） 

（ 4）                    細 胞 診 陰 性 と判 断 され た 検 体 は 、 そ の 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク （ 5）                    細 胞 診 陰 性 と判 断 され た 検 体 は 、 そ の 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク リ
ー リーニン グを行っている か注 1） 。 または 再ス クリーニング 施行 率を報 告し ニン グ を行 って い る か 注 1） 。  ま たは 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を報 告 して 

て い る か い る か  

解 説 ： 10％ 以 上 で あ れ ば ○、 10% 未 満 は ×、 ま た公 益 社 団 法 人 日 本 臨 床  
細 胞 学 会 の 認 定 施 設 に お い て は 、 再 ス クリ ーニン グ 率 を学 会 に 報 告 して  
いれば○ 

（ 5）                     細 胞 診 の 結 果 は 、 速 や か に 検 査 を 依 頼 した 者 に 通 知 し て い る か （ 6） 細 胞 診 の 結 果 は 、 速 やか に 検 査 を依 頼 したものに 通 知 して い る か 

解 説 ： 依 頼 した もの とは 、 市 町 村 、 細 胞 診委 託 元 検 診 機 関、 受 診 者 の い ず 
れも可 。 
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（ 6）        細 胞 診 結 果 の 分類 に は 、 日 本 母性 保 護 産 婦 人 科医 会 の 分 類 及 び 
Bethesda      system に よ る 分 類 の どち らを用 い たか を明 記 して い る か 注 
2） 。 日本 母 性 保 護 産 婦 人 科医 会 の 分 類 を用 い た場 合 は 、 検体 の 状 態 に お
いて「 判定可 能」 もしくは「 判定不 可能」 （ Bethesda     system によ る分類 
の 「 適正 ・ 不 適 正 」 に相 当 ） を明 記 して い る か 

（ 7） 細 胞 診 結 果 の 報 告 に は、 ベ セ ス ダシステ ム 注 2） を用 い て い る か 。 
 
 
 
 
 
(8) 細 胞 診結 果 に は 、 検 体 の状 態 に 応 じて 「 適 正 ・ 不 適正 」 （ ベ セ ス ダシ
ス テ ムに 基 づ く） を明 記 して い る か 。 

 
（ 7）        検体 が 適正で な く、判 定 できな い と判 断された場 合に は、 再 検査
を 行ってい るか 

（ 9）      検 体 が 適 正 で な く～ （ 以 下 略 ） 

（ 8）        検 体 が 適 正 で な い 場 合 は そ の 原 因 等 を 検 討 し対 策 を 構 じて い る か                       （ 10）        検 体 が 適 正 で な い 場 合 ～ （ 以 下 略 ） 
 

（ 9）   が ん 発 見 例 は 、 過 去 の 細 胞 所 見 の 見 直 しを 行 っ て い る か  （ 11）       が ん 発 見 例 は ～ （ 以 下 略 ） 

（ 10）  標 本 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か  （ 12） 標 本 は ～ (以 下 略 ） 

（ 11）   検診 結 果は少 な くとも 5 年間は 保存 して い るか  (13） 検診結 果は ～（以 下略 ） 
４ ． シス テ ムと し て の 精 度 管 理  ４ ．    シス テ ム と し て の 精 度 管 理 

 
（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関
か ら受 けて いる か 

 
（ 1）                精 密検査 結果 及び治 療結果 の報 告を、 精密検 査実 施機関 から受
け て いる か。 

 
解 説 ： 精 密 検 査 結 果 とは 、 組 織 型 、 臨 床 進行 期 を指 す。 治 療 機 関 か らの 
報 告 も含 む 。 

 

（ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）     診断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会     (第 三 者 の 子 宮 頸が ん 専 門 家 を交 え      （ 3） 診 断 の ため の 検 討 会や 委 員 会     (第 三 者 の 子 宮 頸 が ん専 門 家 を交 え

た 
た会)を設 置 して い る か 会)を設 置 して い る か  

 
解 説 ： 診 断 ・ 判 定 の 精 度 向 上 の ため の 症 例 検 討 会 が 定 期 的 に 開 催 され て  
い れ ば ○ 

 
（ 3） 都 道 府 県 が プロ セ ス 指標(受 診 率 、 要 精検 率 、 精 検 受 診率 、 が ん発 見
率 、 陽 性 反応 適 中 度)   に 基づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る  
か  
（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事
業 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

（ 4） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
 
（ 5） 市 町 村 へ のが ん検 診 の 集 計 ・ 報 告は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

 
 

注 1）  日 本 臨 床 細胞 学 会    細 胞 診 精 度 管 理 ガイ ド ラ イ ン 参 照  注 1）    公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会       細 胞 診 精 度 管理 ガ イ ド ラ イ ン参 
照 

注 2）  日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 ： 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 
医 会 編 集 、子 宮 が ん検 診 の 手 引 き参 照   Bethesda   Sｙstem に よ る 分
類 ：  The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology second 
edition お よ びベ セ ス ダシステ ム 2001 アト ラ ス 参 照 

注 2） Bethesda Sｙstem に よ る 分 類 ： The Bethesda System for 
Reporting Cervical  Cytology  second edition お よ びベ セ ス ダシス テ ム 2001
アト ラ ス  参 照 

 

注 3）  組 織 や 病 期把 握 の ため の 治 療 な ど  （ 削除 ）    4（ 1） の解 説に含 まれ ている ため 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 子 宮 頸 が ん 検 診 】  

現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  
□       検 診 項 目 は 、 子 宮 頸部 の 細 胞 診 の ほか 、 問 診 、 視 診、 及 び内 診 とす 
る 。 □ 検 診 項 目 は 、 子 宮 頸 部 の 医 師 の 検 体 採 取 に よ る 細 胞 診 とする 。  

問 診  問 診  
□   問 診 は 、 妊 娠 及 び 分 娩 歴 、 月 経 の 状 況 、 不 正 性 器 出 血 等 の 症 状 の 有
無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 する 。  

□   問 診 は 、 妊 娠 及 び 分 娩 歴 、 月 経 の 状 況 、 不 正 性 器 出 血 等 の 症 状 の 有 
無 、 喫 煙 の 有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を聴 取 する 。  

視 診  視 診  

□     視 診 は 膣 鏡 を挿 入 し、 子 宮 頸 部 の 状 況 を観 察 する 。 変 更 な し 

細 胞 診  細 胞 診  
 
□ 細胞 診 は 、 直 視 下 に （ 必 要 に 応 じて 双 合 診 を 併 用 し） 子 宮 頸 管 及 び 膣
部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を 採 取 し 、 迅 速 に 処 理  (固 定 )し た 後 、  
パ パ ニ コ ロ ウ 染 色 を行 い 観 察 す る 。  

 
□   細 胞 診 は 、 直 視 下 に 子 宮 頸 管 及 び 膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を 
採 取 し、 迅 速 に 処 理 （ 固 定 な ど） する 。  

 
□      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を明 記 す  
る 。 

 
□               細胞診 の業務 を委 託する 場合は 、仕 様書に その委 託機 関（ 施 設名） を 
明記する（ 委託先 で適正 に検 査が行 われて いる かどう か把握 する ）             。 

 
□採 取 され た細 胞 診 検 体 が 適切 な 細 胞 診 標 本に 作 製 され て い る か どう か  確 認
する 。 

□     日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞 診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 
携 して 検 査 を行 う 注 1）。  

□  公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会    の 認 定 を受 け た細 胞 診 専 門 医 と細 
胞 検 査 士 が 連 携 して 検 査 を 行 う 注 1）。  

 
□      細 胞 診 陰 性 と判 断 され た検 体 は 、 その 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク  
リ ーニン グ を行 う 注 1）。 ま たは 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を報 告 する 。 

 
□ 細 胞 診 陰性 と判 断 され た検 体 は 、 その 10％ 以 上 に つい て 再 ス クリ ーニ ン
グ を 行 う 注 1 ） 。 ま た 公 益 社 団 法 人 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 施 設 に お い  
て は 、 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を学 会 に 報 告 す る 。  

 

□ 細 胞 診 の 結 果 は 、 速 や か に 検 査 を依 頼 した者 に 通 知 する 。  
 
□       細 胞 診 の 結 果 は 、 速や か に 検 査 を依 頼 したもの （ 市 町 村 、 細 胞 診 委託 
元 検 診 機 関、 受 診 者 な ど） に 通 知 する  。 

 
□     細 胞 診 結 果 の 分 類 に は 、 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 及 び 
Bethesda    system に よ る 分 類 の どち らを用 い たか を明 記 する 注 2） 。 日
本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 を用 い た場 合 は 、 検 体 の 状 態 に お い
て  
「 判定 可能」 もしくは「 判定 不可 能 」 

（ Bethesda      system に よる 分類 の「適 正・ 不 適正 」に相 当） を明記 する。 

 
 
（ 削 除 ） 

□細 胞 診 結果 に は 、 ベセ ス ダシ ス テ ム 注 2）を用 い る 。 
 

 
□細 胞 診 結果 に は 、 検 体 の状 態 に 応 じて 「 適 正 ・ 不 適正 」 （ ベ セ ス ダシス テ 
ムに 基 づ く） を明 記 する 。 

□    検 体 が 適 正 で な い と判 断 され る 場 合 には 、 再 検 査 を行 う 。 変 更 な し 

□     が ん発 見 例 は 、 過 去 の細 胞 所 見 の 見 直 しを行 う 。 変 更 な し 

記 録 ・ 標 本 の 保 存  記 録 ・ 標 本 の 保 存  

□  標 本 は 少な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 
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□     問 診の 上 、 症 状 （ 体 が んの 症 状 を含 む） の あ る 者 に は、 適 切 な 医 療 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。   

機 関 へ の 受診 勧 奨 を行 う 。  変 更 な し 
 □       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  とを事 前

に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□ 精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し  
 

□他 の 医 療機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 する
こ とを説 明 する 。 

 
 

□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。  

□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明 する 。 

 

2.  シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 3）結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 受   □  精 密 検 査 結 果 及 び治 療 注 3）結 果 の 報 告 を、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら受  
け る 。 け る 。 

□  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、  
検診受 診後 4 週 間以内に行 う         。 

 
□   診 断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 子 宮 頸 が ん専 門 家 を交 え  

た会)を設 置 す る 。  □ 診 断 ・ 判 定 の 精 度 向 上の ため の 症 例 検 討 会 を 定 期 的 に 開 催 す る 。  
 

3.  事 業 評 価 に 関 す る 検 討 3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□ チェ ックリ ス ト に 基 づ く検 討 を実 施 する 。  変 更 な し 
 □ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発 見 率 、 陽 性

反 応 適 中 度) に 基 づ く検 討 が で きる よ う デー タを提 出 する  変 更 な し 
4.   が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

 
□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

□   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

 

注 1) 日本臨床 細胞学会  細胞診精度管理ガイドライン参照 注 1)  公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会     細 胞 診 精 度 管 理 ガイ ド ラ イ ン 参  
照 

 

注 2)     日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 ： 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医
会 編 集 、 子 宮 が ん検 診 の 手 引 き参 照  

Bethesda Sｙstem に よ る 分 類 ： The Bethesda System for 
Reporting Cervical Cytology second edition 参 照  

 
注 2)Bethesda  Sｙstem に よ る 分 類 ： The  Bethesda  System  for  
Reporting Cervical Cytology second edition 、 お よ びベ セ ス ダシス テ ム
2001 アト ラ ス 参 照 

 
 

注 3) 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  注 3) 精 密 検 査 結 果 とは 、 組 織 型 、 臨 床 進 行 期 を指 す 。 治 療 機 関 か ら の
報 告 も含 む 。  
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現 行  変 更 案  
乳 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 【 検 診 機 関 用 】  乳 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 【 検 診 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ .      受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする。 

 （ 1）                検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 して い る か 。 

（ 1）                      要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る
こ 

（ 2） 要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず 精密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ と 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  を事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か 。  

解 説 ： 例 ） マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参照 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか （ 3） 精 密 検 査 の 方 法 や 内 容に つい て 説 明 して い る か 
解 説 ： 例 ） マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参照 

 (4)他 の 医 療 機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を 紹 介 元 で 把 握  
する こ とを説 明 して い る か 

（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに (5)検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の  
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か。 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

（ 1）            検 診 項 目 は 、 問 診 、 視 ・ 触 診 、 マ ン モ グ ラ フ ィ 検 査 として い る か （ 1） 検診 項目 は 、問診 、マ ンモグ ラフィ検 査な らびに視触 診として い るか。 
解 説 ： 但 し視 触 診 は 必 須 としな い 。 

（ 2）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 削 除： 読 影 の 精 度 管 理 へ移 動 ） 

（ 3）               乳 房エックス線 撮影 装置が 日本 医学放 射線学 会の 定める 仕様基
準 
注 1)を満 たして い る か 

（ 2）        乳 房 エ ック ス 線 撮 影 装 置 ～ （ 以 下 略 ） 

 （ 3） 40 歳 以 上 50 歳 未満 の 受 診 者 に 対 して は 、 内 外 斜 位 方向 ・ 頭 尾 方 向 の 
2 方 向 を撮 影 して い る か  

（ 4）                      乳 房 エ ック ス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つい て 、 第
三 

（ 4）                      乳 房 エ ック ス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つい て 、 第 三 
者 に よ る 外部 評 価 をう け て い る か 者 に よ る 外部 評 価 をう け て い る か 。 

解 説 ： マ ン モグ ラ フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委員 会 の 行 う 施 設画 像 評 価 にて A 
ま たは B を収 得 して い れ ば 〇 。  評 価 C ま たは D、 施 設 画 像 評 価 を受 け
て い  な け れ ば × 

（ 5）                   撮 影 技 師 は マ ン モ グ ラ フ ィ の 撮 影 に 関 す る 適 切 な 研 修 注 2） を 修 了
し 

（ 5）                     撮 影 技 師 は マ ン モ グ ラ ム の 撮 影 に 関 す る 適 切 な 研 修 注 2） を 修 了 し
て て い る か い る か  
解 説 ： 注 2） の 講 習 会 を受 講 し、 A ま たは B の 評 価 を得 て い れ ば 〇 。C ま た 
は D 評 価 、 講 習 会 未 受 講 で あ れ ば × 

３ ． 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． 読 影 の 精 度 管 理  

（ 1）                  マ ン モ グ ラ フ ィ 読 影 講 習 会 注 2） を 修 了 し、 そ の 評 価 試 験 の 結 果 が
A 

（ 1） 読 影 は 二 重 読 影 を行 い 、 読 影 に 従 事 する 医 師 の う ち 少な くとも一 人 は 
ま たは B で あ る 者 が 、 読 影 に 従 事 して い る か  マ ン モグ ラ ムの 読 影 に 関 する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 し、 A ま たは B の

評  価 を得 て い る か 。 
解 説 ： 注 2） の 講 習 会 を受 講 し、 A ま たは B の 評 価 を得 て い れ ば 〇 。C ま た 
は D 評 価 、 講 習 会 未 受 講 で あ れ ば × 

（ 2）             読 影 は ダ ブ ル チ ェ ック を 行 っ て い る か （ う ち 1 人 は マ ン モ グ ラ フ ィ の
読 

（ 削 除 ） 
影 に 関 する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 しその 評 価 試 験 の 結 果 が Ａ ま たは Ｂ  
で あ る ） 
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 （ 2） 二 重 読 影 の 所 見 に 応 じて 、 過 去 に 撮 影 した乳 房 X 線 写 真 と比 較 読 影 し 

て い る か 

（ 3）               マ ン モ グ ラ フ ィ 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 4）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 4）                問 診 記 録 ・ 検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理   
（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関 か （ 1） 精 密 検 査 結 果 及 び組 織 型・ 病 期 の報 告 を、 精 密 検 査 実施 機 関 か ら受 
ら受 け て い る か け て い る か  

解 説 ： 組 織 型 （ 特 に 非 浸 潤癌 か 否 か ） 、 病期 を 含 む 報 告 を受 け て い れ ば 
〇 。 単 な る 癌 か 否 か の 報 告 で は × 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第三 者の乳 がん専門 家 を交え た （ 3）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第 三 者の乳 がん専門 家 を交え た
会) 会)を設 置 して い る か  を設 置 して い る か 
解 説 ： 施 設 内 で の 症 例 検 討 会 、 精 度 管 理 委 員 会 な どを意 味 する 。 施 設 内  
で の 設 置 が 困 難 な 施 設 で は 、 市 町 村 等 が 行 う 検 診 発 見 癌 の 検 討 会 へ の  
参 加 な どで もよ い 

 （ 4） チェ ックリ ストに 基づ く検 討 を実施 してい るか 。 

（ 3）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

（ 5） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 
か 

（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 （ 6）                        市 町 村 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報
告 報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  
注 1） 乳 が ん検 診 に 用 い る エックス 線 装 置 の 仕 様 基 準 ： マン モ グ ラ フィ に 注 1）           乳 がん検 診に 用い る エックス線装 置の 仕様基 準： マン モグラ フィ に 
よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き-精 度 管 理 マ ニュ アル 第 3 版 参 照  よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 、 マ ン モグ ラ フィ ガイ ド ラ イ ン 第 3 版 参 照 

注 2） マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ ラ 変 更 な し 
ムに 準 じた講 習 会  
基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 ６ 学 会(日 本 乳 癌 検  
診 学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、  
日 本 放 射 線 技 術 学 会 、 日 本 医 学 物 理 学 会)か ら構 成 され る マ ン モグ ラ  
フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 教 育 ・ 研 修 委 員 会 の 行 う 講 習 会 等 をい  
う 。 な お 、こ れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグラ フィ 検 診 の 実施 と精 度 向 上 に 
関 する 調 査 研 究 」 班 、「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 
上 に 関 する 調 査 研 究 」 班 お よ び 日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房 撮 影 ガ イ ド ラ  
イ ン ・ 精 度 管 理 普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  
注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  （ 削除： 解説 に含 まれて いる ため ） 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 乳 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.検 査 の 精 度 管 理  1.検 査 の 精 度 管 理  

受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 

□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  
□ 要 精 密 検 査 とな った 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る こ と  を
事 前 に 明 確に 知 らせ る 。(例： マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き 第
5 版 105 頁 参 照 ) 

 
□     精 密 検 査 の 方 法 や 内 容に つい て 説 明 する(例 ： マ ン モグラ フィ に よ る 乳 
が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参 照 )。  

 
□他 の 医 療機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 する
こ とを説 明 する 。 

 
□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な ど に つ い て 、 受 診 者 に 説 明  す
る 。 

検 診 項 目  検 診 項 目  

□     検診 項目 は、 問診、 マン モグ ラ フィ 検査 、視・ 触 診とする 。 □        検 診項 目は 、問診 、マ ンモグ ラフィ検 査な らびに視触 診注 1） とする。 

撮 影 （ 撮 影 機 器 、 撮 影 技 師 ）  撮 影 （ 撮 影 機 器 、 撮 影 技 師 ）  
□   乳 房 エ ックス 線 撮 影 装 置 が 日 本 医 学 放 射 線 学 会 の 定 め る 仕 様 基 準 
注 1） を満 たす 。  

□   乳 房 エ ックス 線 撮 影 装 置 が 日 本 医 学 放 射 線 学 会 の 定 め る 仕 様 基 準 注 
2） を満 たす 。  

□   40 歳 以 上 50 歳 未 満 の 受 診 者 に 対 して は 、 内 外 斜 位 方 向 ・ 頭 尾 方 向
の 2 方 向 を 撮 影 する 。  

 
□       乳 房 エックス 線 撮 影 に お け る 線 量 およ び 写 真 の 画 質に つい て 、 第 三 
者 に よ る 外 部 評 価 を受 け る 。  

 
□ 乳 房 エ ックス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つ い て 、 第 三 者  
に よ る 外 部 評 価 を 受 け る 。 （ マ ン モ グ ラ フ ィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 行 
う 施 設 画 像 評 価 に て A ま たは B を取 得 する ）  

 
□       撮 影 技 師 は マ ン モグ ラ フィ の 撮 影 に関 す る 適 切 な 研修 注 2)を修 了 す  
る 。 

 
□       撮 影 技 師 は マ ン モグ ラ ムの 撮 影 に 関 する 適 切 な 研 修注 3)を修 了 し、 A 
ま たは B の 評 価 を得 る 。  

読 影  読 影  
 
□  マ ン モグラ フィ 読 影 講 習会 注 ２） を修 了 し、 その 評 価 試 験 の 結 果が A ま  
たは B で あ る 者 が 、 読 影 に 従 事 する 。  
 

 
□        読影 はダブルチェ ックを行う 。(う ち一 人はマ ンモグ ラ フィ の読 影に関 
する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 しその 評 価 試 験の 結 果 が A ま たは B で あ る ） 

 
 
□      読 影 は 二 重 読 影 を行 い 、 読 影 に 従 事 する 医 師 の う ち 少な くとも一 人 は 
マ ン モグ ラ ムの 読 影 に 関 する 適 切 な 研 修注 3)を修 了 し、 A ま た は B の 評 価 

 
を得る 。 
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□二 重 読 影の 所 見 に 応 じて 、 過 去 に 撮 影 した乳 房 X 線 写 真 との 比 較 読 影 を
行 う 。 

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□ マン モグ ラ フィ 写 真 は 少な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  
□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  

（ 受 診 者 へ の 説 明 は 冒 頭 へ 移 動 ）  
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□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。 

 

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 3） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  □  精 密 検 査 結 果 及 び 組 織 型 ・ 病 期 の 報 告(特 に 浸 潤 が んか 否 か)を、 精  
受ける 。 密 検 査 実 施 機 関 か ら受 け る 。  

 □  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、  
 検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 乳 が ん 専 門 家 を 交 え た会) □   診 断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 乳 が ん 専 門 家 を 交 え た会)を  
を設 置 する 。 設 置 する 。（ 施 設 内 で の 症例 検 討 会 、 精 度管 理 委 員 会 な どを意 味 する 。 施 

設 内 で の 設 置 が 困 難 な 施 設 で は 、 市 町 村 等 が 行 う 検 診 発 見 癌 の 検 討 会  
へ の 参 加 な どで もよ い ） 

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

 
 

注 1）           乳が ん検診 に用 いる エックス線 装置 の仕 様基準 ：マ ンモグ ラフィ 

注 1） 但 し視 触 診 は 必 須 としな い 。 

注 2)     乳 が ん検 診 に 用 いる エ ックス 線 装 置 の 仕 様 基 準 ：マ ン モグ ラ フィ に 
に よ る 乳 が ん 検 診 の 手 引 き―精 度 管 理 マ ニュ アル 第 3 版 参 照  よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き―精 度 管 理 マ ニュ アル 第 5 版参 照  

注 2)       マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ 注 3） マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ ラ 
ラ ムに 準 じた講 習 会  ムに 準 じた講 習 会  

基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 6 学 会 （ 日 本 乳 癌 基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 6 学 会 （ 日 本 乳 癌 検 診 
診 学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、  学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、 日 本  
日 本 放 射 線 技 術 学 会 、 日 本 医 学 物 理 学 会 ） か ら構 成 され る マ ン モグ ラ  放 射 線 技 術学 会 、 日 本 医 学物 理 学 会 ） か ら構 成 され る マ ン モグ ラ フィ 検 診 
フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 教 育 ・ 研 修 委 員 会 の 行 う 講 習 会 等 をい  精 度 管 理 中央 委 員 会 の 教 育・ 研 修 委 員 会 の行 う 講 習 会 等 をい う 。 な お 、 こ 
う 。 な お 、こ れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグラ フィ 検 診 の 実施 と精 度 向 上 に れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグ ラ フィ 検 診 の 実 施 と精 度 向 上 に 関 する 調 査 研 
関 する 調 査 研 究 」 班 、「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 究 」 班、 「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 上 に 関 する 調 
上 に 関 する 調 査 研 究 」 班 お よ び 日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房 撮 影 ガ イ ド ラ  査 研 究」 班 お よ び日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房撮 影 ガイ ド ラ イ ン・ 精 度 管 理 
イ ン ・ 精 度 管 理 普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  

注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の た め の 治 療 な ど  （ 削 除 ） 
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現 行  変 更 案  
大 腸 が ん 検 診 の ため の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

大 腸 が ん 検 診 の た め の チェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(4)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

（ 1）                     便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 原 則 として 内 視 鏡 検 （ 1）                       便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 原 則 として 内 視 鏡 検
査 査 に よ り 必ず 精 検 を受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に知 ら せ て い る 等 に よ り 必 ず 精 検 を受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る  

か か 
（ 2）               精 密検査 の方 法(大 腸内視 鏡検 査ま たは注腸 エックス線 検査)の方 
法 や 内 容 に つい て 説 明 して い る か  

変 更 な し 

（ 3）                精密検 査の 結果の 市町村 への 報告等 の個人 情報 の取り 扱いに つ （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

例 ： 「 大 腸 が んが あ って も便 潜 血 検 査 が 陰性 とな って しま う こ とが あ り ま 
す 。 
結 果 が 異 常な しで あ って も、 翌 年 ま た検 診 を受 け ま しょう 。 ま た、 検 診 受 診 
後 に こ れ ま で に な い 自 覚 症 状 が 現 れ た 場 合 に は 、 医 療 機 関 で 診 察 お よ び  
検査を受け て下 さい。」 

２ ． 検 査 の 精 度 管 理  ２ ． 検 査 の 精 度 管 理  

（ 1）                臨床検 査技 師の ために技 術講 習会や 研修会 などを定 期 的に開 催
し 

（ 1）                臨床検 査技 師の ために技 術講 習会や 研修会 などを定 期 的に開 催し 
て い る か て い る か 

解 説 ： 臨 床 検 査 技 師 を 便 潜 血 検 査 や 大 腸 が ん 検 診 に 関 連 した学 会 や 研  
究 会 に 、 定 期 的 に 参 加 させ て い れ ば よ い  

（ 2）              検 査 は 、 便 潜 血 検 査 2 日 法 を 行 っ て い る か 変 更 な し 

（ 3）                便 潜 血 キ ット が 定 量 法 の 場 合 は カ ット オ フ 値 を 把 握 して い る か （ 3） 便潜 血検 査 キットの 測定 法（ キット名 ） と、定 量の場 合に はカ ットオフ値 
を把 握 して い る か 

（ 4）                      大 腸 が ん 検 診 マ ニ ュ ア ル (1992)に 記 載 され た 方 法 に 準 拠 して 行 な
っ 

（ 4） 大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル （ 2013 年 日本 消 化 器 が ん検 診 学 会 刊 行 ） に 
て い る か 記 載 され た方 法 に 準 拠 して 行 って い る か  

解 説 ： 具 体 的 に は 測 定 原 理に よ り 様 々 な キット が あ り 、 判定 は 機 械 に よ る 
比 色 定 量 の他 に 目 視 判 定 があ る 。 キット の 使 用 期 限 を守 る と共 に 、 日 々 、 
機 器 お よ び測 定 系 の 精 度 管 理 に 務 め な け れ ば な らな い 。  

３ ． 検 体 の 取 り 扱 い  ３ ． 検 体 の 取 り 扱 い  

（ 1）                 採 便 方 法 に つい て チ ラ シ や リ ー フ レ ッ ト を 用 い て 受 診 者 に 説 明 して 
い る か  

変 更 な し 

（ 2）                 検 便 採 取 後 即 日 (2 日 目 )回 収 を 原 則 として い る か 変 更 な し 

（ 3）                        採 便 後 は 検 体 を 冷 蔵 庫 あ る い は 冷 所 に 保 存 す る よ う 受 診 者 に 指
導 
して い る か 

変 更 な し 

（ 4）                     受 診 者 か ら 検 体 を 回 収 して か ら 自 施 設 で 検 査 を 行 う ま で の 間 あ る
い 
は 検 査 施 設 へ 引 き渡 す ま で の 間 、 冷 蔵 保 存 して い る か  

変 更 な し 

（ 5）          検診 機関で は検 体を受 領後冷 蔵保 存して いるか （ 5）          検査 施設で は検 体を受 領後冷 蔵保 存して いるか 

（ 6）                   検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 して い る か （ 6）                   検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 して い る か 
解 説 ： 離 島 や 遠 隔 地 、 検 査 機 器 の 不 調 、 検 査 提 出 数 が 想 定 以 上 に 多 か っ  
た場 合 を除 い て 24 時 間 以 内 に 測 定 され て い る か 。  

（ 7）                 受診者 への 通知の ための 市町 村へ の 結果報 告は 、検体 回収後 2
週 
間 以 内 に な され て い る か  

（ 削除 ：      4 システムとしての 精 度管理 へ移 動） 
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（ 8）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 7）                 検 診 結 果 は 少 な くとも 3 年 間 か ら 5 年 間 は 保 存 して い る か 

 （ 8） 定 量 法 で 便 潜 血 検 査 をした場 合 は 定 量値 を 記 録 し、 都 道 府 県 ・ 市町 
村 の 要 請 に 応 じて 報 告 で きる か  

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

 (1)受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは そ  
診 受 診 後 4 週 間 以 内に な され て い る
か  

ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  

 
（ 1）                        精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 ） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か
ら 

（ 2）     精密 検 査結果 及び治療            注） 結果 の 報告を、精 密検 査 実施機 関か ら 
受 け て い る か  受 け て い る か  
（ 2）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

(3)市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に  
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  
か 
（ 3）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 (4) 都 道 府 県 が プロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん 発 見  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  率 、 陽 性 反応 適 中 度)   に 基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る か 

  
注 ） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 ） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  

織 検 査 結 果 な ど  
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 大 腸 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

便 潜 血 検 査  便 潜 血 検 査  

□   検 査 は 、 便 潜 血 検査 2 日 法 を行 う 。 変 更 な し 

□  便 潜 血 キット が 定 量 法 の場 合 は カ ット オフ値 を把 握 する 。 □便潜 血検 査キット の測 定法（ キット名） と定量法 の 場合に はカ ット オフ値 を
把 握 する 。 

□      大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル(1992)に 記 載 され た方 法 に 準 拠 して 行 う 。 □    大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル(2013 年 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 刊 行)に 記 
載 され た 方 法 に 準 拠 して 行 う 。  

□ 検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 す る 。  □      検 体受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測定 す る 。 （ 離 島 や 遠 隔 地 、 検
査 機 器 の 不 調 、 検 査 提 出 数 が 想 定 以 上 に 多 か った場 合 を除 く）  

検 体 の 取 り 扱 い  検 体 の 取 り 扱 い  

□  採 便 方 法 に つい て チラ シや リ ーフレ ット を用 い て 受 診 者に 説 明 する 。 変 更 な し 

□ 検 便 採 取 後 即 日(2 日 目)回 収 を原 則 とする 。  変 更 な し 
 
□  採 便 後 は 検 体 を冷 蔵 庫 あ る い は 冷 所 に 保 存 する よ う 受 診 者 に 指 導 
する 。  変 更 な し 

□       受 診 者 か ら検 体 を回 収 して か ら自 施 設 で 検 査 を行 う ま で の 間 あ る い 
は 検 査 施 設 へ 引 き渡 す ま で の 間 、 冷 蔵 保 存 す る 。  変 更 な し 

□  検 診 機 関 で は 検 体 を受 領 後 冷 蔵 保 存 する 。  □  検 査 施 設で は 検 体 を受 領 後 冷 蔵 保 存 する 。  

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□   検 診 結 果は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 □    検 診 結 果 は 少 な くとも 3 年 間 から 5 年 間は 保 存 する 。 
 

□定 量 法 で便 潜 血 検 査 をした場 合 は 定 量 値 を記 録 し、 都 道 府 県 ・ 市 町村 の
要 請 に 応 じて 報 告 する 。  

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 

 
□検 診 の 有効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 する 。  例 ： 「 大 腸が んが あ って
も便 潜 血 検 査 が 陰 性 とな って しま う こ とが あ り ま す。結 果が 異 常な しで あっ
ても、翌 年ま た検 診を受 けま しょう 。また、検 診 受 診 後 に こ れま で に な い 自
覚 症 状 が 現れ た 場 合 に は 、医 療 機 関 で 診 察 お よ び検 査 を受 け て 下 さい 。 」 

 
□  便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず 内 視 鏡 検 査 等 で  
精 検 を 受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

 
□    精 密 検 査 の 方 法(大 腸 内 視 鏡 検 査 ま たは 注 腸 エ ックス 線 検 査)の 方 法 
や 内 容 に つい て 説 明 す る 。  変 更 な し 

 
□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 等 の 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つい 
て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を 行 う 。  

 
□        検 診結 果 （ 精 検結 果 を含 む ） の検 診 機 関 、 市 町 村 等へ の 報 告 ・ 照 会の 
必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明 
する 。  

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
 
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 ） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 受 
け る 。  変 更 な し 

□  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 
□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 変 更 な し 
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4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  
 
□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報
告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  
 
□市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に 
必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

注 ）         組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治療 な ど 注 ）            内 視 鏡 診 断 や 生検 結 果 、 内 視 鏡治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組 
織 検 査 結 果 な ど  
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現 行  変 更 案  
肺 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

肺 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解 説 ：     ① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知ら 
せ て い れ ば ○、 全 員 で な け れ ば ×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い  
もの な ら× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

(1)       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  

変 更 な し 

(2)  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 して い る か  変 更 な し 

(3)    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

(4)  禁 煙 及 び防 煙 指 導 等 、 肺 が んに 関 する 正 しい 知 識 の 啓 発 普 及 を  
行 って い る か 

変 更 な し 

 （ 5） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

(1)      検 診 項 目 は 、 問 診 、胸 部 X 線検 査 、 お よ び喀 痰 細 胞 診 を行 って い る (1) 検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸 部 X 線 検 査 、 お よ び 問 診 の 結 果 、 喫 煙 指 数 が  
か 600 以 上 だ った者 へ の 喀 痰 細 胞 診 を行 って い る か  

(2)  問 診 は 喫 煙 歴 お よ び血 痰 の 有 無 を 聴 取 して い る か  （ 2） 問 診 で は 喫 煙 歴 を必 ず 聴 取 し、 か つ、 過 去 の 検 診 の 受診 状 況 等 を聴 
取 して い る か 。 ま た血 痰 な ど自 覚 症 状 の あ る 場 合 に は 検 診 で は な くすみ  
や か に 専 門機 関 を受 診 し、 精 査 を行 う よ うに 勧 め て い る か 

(3)    問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(4) 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 を行 って い る か 注 1）  変 更 な し 

(5)      撮 影機 器の 種類（ 直接・ 間接 撮影、 ミラー・ I.I.方式 等） 、フィ ルムサ イ (5)        撮影 機器 の種類 （直 接・ 間 接撮影 、デジタル 方式） 、フィル ムサイズを 
ズを明 らか に して い る か注 2） 明 らか に して い る か  注 2） 

(6)     1 日 あ たり の 実 施 可 能人 数 を明 らか に して い る か (6) 1 日 あ たり の 実 施 可 能 人 数 を仕 様 書 で 明 らか に して い る か  

３ ． X 線 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． X 線 読 影 の 精 度 管 理  

(1)      2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な経 験 を要 した呼
吸 

(1)     2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な経 験 を要 した熟 練
し 器 ま たは 放 射 線 の 専 門 医 を含 め て い る か  た呼 吸 器 科 ま たは 放 射 線 科 の 医 師 を含 め て い る か  

(2) 2 名 の うち ど ち らか が 「 要 比 較 読 影」 とした もの は 、 過 去 に 撮 影 した胸 
部 X 線 写 真 と比 較 読 影 して い る か  

変 更 な し 

(3) 比 較 読 影 した症 例 数 を 報 告 して い る か  変 更 な し 

(4)    X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(5)     X 線 検 査 結 果 は 少 な くとも 5 年 間は 保 存 して い る か 変 更 な し 

４ ． 喀 痰 細 胞 診 の 精 度 管 理  ４ ． 喀 痰 細 胞 診 の 精 度 管 理  

(1)      喀 痰 細 胞 診 は 、 年齢 50 才 以 上 喫 煙指 数 400 もしくは 600 以 上、 あ
る い 

(1)     喀 痰 細 胞 診 は 、 問 診の 結 果 、 喫 煙 指数 ６ ００以 上 の 者 に 対 し行 って い 
は 年 齢 40 才 以 上 6 ヶ月 以 内 に 血 痰 を 有 したもの 、 その 他 職 業 性 な ど高
危  

る か  
険 群 と考 え られ る もの に 行 って い る か 

(2)     細 胞 診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関（ 施 設 名 ） を明 記 し (2)      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関（ 施 設 名 ） を仕 様 書 に 
て い る か 明 記 して い る か 

（ 解 説） 委 託 先 で 適 正 に 検査 が 行 わ れ て いる か どう か 把 握 する 
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(3)  採取 した喀 痰 は 、2 枚 の ス ラ イ ドに 塗 沫 し、 湿 固 定 の上 、 パ パ ニコ ロ
ウ 
染 色 を 行 って い る か  

変 更 な し 

(4)    固 定 標 本 の 顕 微 鏡 検 査 は 、 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞  
診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 携 して 行 って い る か 注 3）  

変 更 な し 

(5) が ん発 見 例 は 、 過 去 の 細 胞 所 見 の 見 直 しを行 って い る か  変 更 な し 

(6)   標 本 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(7)      喀 痰 細 胞 診 検 査 結 果は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

５ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ５ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

(1)  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 4） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  
受 け て い る か  

変 更 な し 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

(2)   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た
会) 

（ 3） 読 影 向 上 の ため の 検 討 会 や 委 員 会 (外 部 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た  
を設 置 して い る か 会)を設 置 して い る か  

解 説 ： 外 部 の 肺 が ん専 門 家 とは 、 当 該 市 町 村 で 行 わ れ る 肺 が ん 検 診 の 読  
影 に 直 接 従 事 して い な い 医 師 を 指 す  

(3)      都 道 府 県 が プロ セ ス指 標 （ 受 診率 、 要 精 検 率 、 精 検受 診 率 、 が ん発 （ 4） 都 道 府 県 が プロ セ ス 指標 （ 受 診 率 、 要精 検 率 、 精 検 受診 率 、 が ん発 見 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度 ） に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 率 、 陽 性 反応 適 中 度 ） に 基づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る か 
か 
(4) 実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報  (5)市 町 村へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に  
告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  注 1） 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取
り  

注 1） 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り
扱  扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

背 腹 一 方 向 撮 影 1 枚 に よ る 場 合 、 適 格 な 胸 部 X 線 写 真 とは 、 肺 尖 、 肺 変 更 な し 
外 側 縁 、 横隔 膜 、 肋 骨 横 隔膜 角 な どを含 む よ う に 正 しく位 置 づ け され 、 
適 度 な 濃 度 とコ ン ト ラ ス トお よ び良 好 な 鮮 鋭 度 をもち 、 中 心 陰 影 に 重 な っ 
た気 管 、 主 気 管 支 の 透 亮 像 な らびに 心 陰 影 及 び 横 隔 膜 に 重 な った肺 血  
管 が 観 察 で きる もの  
注 2） 撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取り 扱 い 規 約       改 訂 第 6 版 よ り 注 2） 撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取り 扱 い 規 約       改 訂 第 7 版よ り 

1： 間 接撮 影 の 場 合 は 、 100mm ミラ ーカ メ ラ と、 定 格 出力 150kV 以 上 の 撮 変 更 な し 
影 装 置 を用 い て 120kV 以 上 の 管 電 圧 に よ り 撮 影 す る 。 や む を得 ず 定 格  
出 力 125kV の 撮 影 装 置 を用 い る 場 合 は 、 110kV 以 上 の 管 電 圧 に よ る 撮  
影 を行 い 縦 隔 部 の 感 度 を肺 野 部 に 対 して 高 め る ため 、 希 土 類（ グ ラ デー 
ション 型 ） 蛍 光 板 を用 い る 。 定 格 出力 125kV 未 満 の 撮 影 装置 は 用 い な い 
2： 直 接撮 影 の 場 合 は 、 被 検者 ー 管 球 間 距 離を 1.5m 以 上 とし、 定 格 出 力 
150kV 以 上 の 撮 影 装 置 を用 い 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び希 土 類 シス テ  
ム（ 希 土 類増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム） に よ る 撮 影 がよ い 。 や む を得 
ず 100～ 120kV の 管 電 圧 で 撮 影 する 場 合 も 、 被 曝 軽 減 の ため に 希 土 類
シ  ス テ ム（ 希 土 類 増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム ） を用 い る 
3： CR の 場 合 は 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び 散 乱 線 除 去 用 格 子 比 12:1 以  
上 を使 用 して 撮 影 し、 適 切 な 階 調 処 理 、 周波 数 処 理 、 ダイ ナ ミックレ ン ジ 
圧 縮 処 理 な どを施 した画 像 として 出 力 する 事 が 望 ま しい 

注 3） 日 本 臨 床 細 胞 学 会 細 胞 診 精 度 管 理 ガ イ ド ラ イ ン 参 照  変 更 な し 
注 4） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  変 更 な し 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 肺 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  

□     検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸部 X 線 検 査 、 およ び 喀 痰 細 胞 診 とする 。 □ 検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸 部 X 線 検 査 、 お よ び 、 問 診 の 結 果 喫 煙 指 数 が 
600 以 上 だ った者 へ の 喀 痰 細 胞 診 とする 。  

問 診  問 診  

□  問 診 は 喫 煙 歴 及 び 血 痰 の 有 無 を必 ず 聴 取 す る 。  □ 問 診 は 喫 煙 歴 を 必 ず 聴 取 し 、 か つ 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等 を 聴 取  
する 。 ま た血 痰 な ど自 覚 症 状 の あ る 場 合 には 検 診 で は な くすみ や か に 専 門
機 関 を 受 診 し、 精 査 を 行 う よ う に 勧 め る 。  

撮 影  撮 影  

□    肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸部 X 線 撮 影 を行 う 。 注 1） 変 更 な し 
□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 撮 影 、 ミラ ー   I.I.方 式 等)、 フィ ル ムサ イ
ズ を明 らか に する 。 注 2) 

□     撮 影 機 器の 種 類(直 接・ 間 接 撮 影 、 デジタル 方 式 等)、 フィ ル ムサ イ ズを 
明 らか に す る 。 注 2) 

□    1 日 あ たり の 実 施 可 能人 数 を明 らか に する 。 変 更 な し 

読 影  読 影  
□      2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な 経験 を 要 した呼 吸 
器 ま たは 放 射 線 の 専 門 医 を含 め る こ と。  

□     2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な 経験 を 要 した熟 練 し 
た呼 吸 器 科 ま たは 放 射 線 科 の 医 師 を含 め る こ と。  

 
□ 2 名 の う ち どち らか が 「 要 比 較 読 影 」 としたもの は 、 過 去に 撮 影 した胸 
部 X 線 写 真 と比 較 読 影 する 。 変 更 な し 

□    比 較読 影 した症 例 数 を報 告 する 。 変 更 な し 

喀 痰 細 胞 診  喀 痰 細 胞 診  
 
□ 喀 痰 細 胞 診 は 、 年 齢 50 才 以 上 喫 煙 指数 400 もしくは 600 以 上 、 あ る い  
は 年齢 40 才 以 上 6 ヶ月 以 内 に 血 痰 を有 したもの 、 その 他 職 業 性 な ど高 危 
険 群 と考 え られ る もの に 行 う 。  

□   喀 痰 細 胞 診 は 、 問 診 の結 果 、 喫 煙 指 数 ６００以 上 の 者 に 行 う 。 

 
□      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を明 記 す  
る 。 

 
□               細胞 診 の業務 を委 託する 場合は 、その委 託 機関（ 施設 名） を仕様書 に 
明記する（ 委託先 で適正 に検 査が行 われて いる かどう か把握 する ）             。 

 
□  採 取 した喀 痰 は 、 2 枚 の ス ラ イ ド に 塗 沫 し、 湿 固 定 の 上、 パ パ ニコ ロ ウ 
染 色 を行 う 。 変 更 な し 

□    固 定 標 本 の 顕 微 鏡 検 査 は 、 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を受 け た細 胞 
診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 携 して 行 う 注 3)。  変 更 な し 

□     が ん発 見 例 は 、 過 去 の細 胞 所 見 の 見 直 しを行 う 。 変 更 な し 

記 録 ・ 標 本 の 保 存  記 録 ・ 標 本 の 保 存  

□   標 本 、 X 線写 真 は 少 な くとも 3 年 間は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説 明は 受 診 前 に 行 う 。 ま た、 チラ シな ど全 員 が 持 ち 帰 れる 方 法 で 行 

う 。 ） 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  

 
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し 
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□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  □検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の  
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明  
 する。 
□  禁 煙 及 び防 煙 指 導 等 、 肺 が んに 関 する 正 しい 知 識 の 啓 発 普 及 を行  変 更 な し 
う 。 
2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 4） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  変 更 な し 
受ける 。  
 □受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  
 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 肺 が ん 専 門 家 を 交 え た会) □   読 影 向 上の ため の 検 討 会 や 委 員 会    (外 部 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た  
を設 置 する 。 会)を設 置 する 。 （ 外 部の 肺 が ん専 門 家 とは 、 当 該 市 町 村 で行 わ れ る 肺 が 

ん検 診 の 読 影 に 直 接 従 事 して い な い 医 師 を指 す ）  

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

注 1）         肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取 注 1）         肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取
扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  扱 い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

背 腹 一 方 向 撮 影 1 枚 に よ る 場 合 、 適 格 な 胸 部 X 線 写 真 とは 、 肺 尖 、 肺 変 更 な し 
外 側 縁 、 横隔 膜 、 肋 骨 横 隔膜 角 な どを含 む よ う に 正 しく位 置 づ け され 、  
適 度 な 濃 度 とコ ン ト ラ ス トお よ び良 好 な 鮮 鋭 度 をもち 、 中 心 陰 影 に 重 な っ  
た気 管 、 主 気 管 支 の 透 亮 像 な らびに 心 陰 影 及 び 横 隔 膜 に 重 な った肺 血   
管 が 観 察 で きる もの   
注 2)  撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り 扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  注 2)  撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り 扱 い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

1：            間 接 撮影の 場合 は、100mm ミラ ーカ メ ラと、定 格出力 150kV 以上 変 更 な し 
撮 影 装 置 を用 い て 120kV 以 上 の 管 電 圧 に よ り 撮 影 す る 。 や む を得 ず 定   
格 出 力 125kV の 撮 影 装 置 を 用 い る 場 合 は 、 110kV 以 上 の 管 電 圧 に よ る   
撮 影 を行 い 縦 隔 部 の 感 度 を肺 野 部 に 対 して 高 め る ため 、 希 土 類        (グ ラ  
デー ション 型 ) 蛍 光 板 を用 い る 。 定 格 出 力 125kV 未 満 の 撮 影 装 置 は 用
い  

 
な い  
2：                 直 接撮影 の場 合は、 被検者 ー管 球間 距 離を 1.5m 以 上 とし、 定格
出 

 
力 150kV 以 上 の 撮 影 装 置 を 用 い 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び 希 土 類 シ ス   
テ ム(希 土類 増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム)    に よ る 撮 影 がよ い 。 や む を  
得 ず 100〜120kV の 管 電 圧 で 撮 影 する 場 合 も、 被 曝 軽 減 の た め に 希 土   
類 シス テ ム  (希 土 類 増 感 紙＋ オ ル ソタイ プフィ ル ム)  を用 い る  
3：                     CR の場合 は、120kV 以上 の管 電圧 及び散 乱線 除去 用 格子比
12:1 

 
以 上 を使 用 して 撮 影 し、 適 切 な 階 調 処 理 、周 波 数 処 理 、 ダイ ナ ミックレ ン   
ジ圧 縮 処 理 な どを施 した画 像 として 出 力 する 事 が 望 ま しい  
注 3）     日 本 臨 床 細 胞 学 会     細 胞 診 精 度 管理 ガ イ ド ラ イ ン参 照 変 更 な し 
注 4）   組 織 や 病 期 把 握 の た め の 治 療 な ど  変 更 な し 
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現 行  変 更 案  
胃 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

胃 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(4)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする。 

（ 1）                      要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る
こ 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  

変 更 な し 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか 変 更 な し 

（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

（ 1）                検 診 項 目 は 、 問 診 及 び 胃 部 X 線 検 査 として い る か 変 更 な し 

（ 2）                        問 診 は 現 在 の 病 状 、 既 往 歴 、 家 族 歴 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等
を 
聴 取 して い る か 

変 更 な し 

（ 3）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 4）                   撮 影 機 器 の 種 類 （ 直 接 ・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ 撮 影 、 イ メ ージ ・ イ ン テ ン シフ ァ イ
ア 

（ 4） 撮影 機器 の 種類（ 直接・ 間接 ・ ＤＲ 撮影、 イメ ージ・ イン テン シファ イア 
(I..I..)方 式 等 ） を明 らか に して い る か 。 原 則 として 間 接 撮 影で 、 10×10cm (I..I..)方 式 等 ） を仕 様 書 で 明 らか に して い る か 。     原 則 として 、 間 接 撮 影 で 
以 上 の フィ ル ム で I..I..方 式 とす る  10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I..I..方 式 か DR 撮 影 とする 。  

（ 5）          撮 影 枚 数 は 最 低 7 枚 として い る か （ 5）           撮 影 枚 数 は 最 低 8 枚 として い る か 

（ 6）               撮 影の体 位及 び方 法 は日本 消化 器が ん検診学 会の 方式に よるも （ 6）               撮 影の体 位及 び方 法 は日本 消化 器が ん検診学 会の 方式（ 変法も含 
のとしている か 注 2） む） に よる もの として いる か注 2） 

（ 7）                    造 影 剤 の 使 用 に 当 た っ て は 、 そ の 濃 度 を 適 切 に （ 180～ 220W/V%
の 

変 更 な し 
高 濃 度 バ リウ ム 、 120～ 150ml とする ） 保 つとともに 、 副 作 用 等 の 事 故 に 
注 意 して い る か 

（ 8）                       撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 に よ る 研 修
を 

（ 8） 撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器が ん 検 診 学 会 もしくは 、NPO 日 
修 了 して い る か 。 本 消 化 器 が ん 検 診 精 度 管 理 評 価 機 構 に よ る 研 修 を修 了 して い る か  

（ 9） 撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師数 を 報 告 し （ 9） 撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師 数 を都 道 府  
て い る か 県 等 の 求 め に 応 じて 報 告 で きる か  

３ ． 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． 読 影 の 精 度 管 理  

（ 1）               読 影に従 事する医 師 は、読 影医 全数 と日本消 化器 がん検 診学会
認 

（ 1） 読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 医 数 を、 都 道 府 県 等 の  
定 医 数 を報 告 して い る か  求 め に 応 じて 報 告 で きる か  

（ 2）                 読 影 は 、 原 則 として 2 名 以 上 の 医 師 に よ っ て 行 っ て い る か （ う ち 一
人 

（ 2）                      読 影 は 二 重 読 影 とし、 原 則 として 判 定 医 の １ 名 は 日 本 消 化 器 が ん 検 
は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 医 とする ） その 結 果 に 応 じて 過 去 に 撮  診 学 会 認 定 医 で あ る か 。 必 要 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 写 真 と比 較 読  
影 した X 線 写 真 と比 較 読 影 して い る か  影 して い る か 

（ 3）             X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 
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（ 4）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関 か 
ら受 け て い る か 

変 更 な し 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第三 者の胃 がん専門 家 を交え た （ 3） 読 影 向 上 の ため の 検 討 会 や 委 員 会 （ 外 部 の 胃 が ん専 門 家 を交 え た  
会)を設 置 して い る か  会 ） を設 置 して い る か 

（ 3）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

（ 4） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 
か 
（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 （ 5） 市 町 村 へ のが ん検 診 の 集 計 ・ 報 告は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  注 1） 本 チェ ックリ ス ト は 「 が ん予 防 重 点 健 康 教 育 及 びが ん検 診 実 施 の た 
め の 指 針」 一 部 改 正 （ 平 成 18 年 3 月 通 達 ） に 基 づ き作 成 した 

変 更 な し 

注 2） 新 ・ 撮 影 法 ・ 変法 、 直 接 撮 影 法 、DR(Digital Radiography)及 び 
FPD(Flat  Panel  Detector)に よ る 撮 影 法 は 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会
発  
行、新 ・ 胃 X 線 撮影法 （間 接・ 直 接） ガイド ライン (2005)を参 照 

注 2） 新 ・ 撮 影 法 ・ 変法 、 直 接 撮 影 法 、DR(Digital Radiography)及 び 
FPD(Flat  Panel  Detector)に よ る 撮 影 法 は 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 発  
行 、 新・ 胃 X 線 撮 影 法 ガイ ド ラ イ ン 改 訂 版(2011)を参 照 

注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 3） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  
織 検 査 結 果 な ど  
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 胃 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1. 検 査 の 精 度 管 理  1. 検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  

□ 検 診 項 目 は 、 問 診 及 び胃 部 X 線 検 査 とす る 。  変 更 な し 

問 診  問 診  

□ 問 診 は 現 在 の 病 状 、 既 往 歴 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等 を聴 取 する 。  変 更 な し 

撮 影  撮 影  
□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ撮 影 、 I.I.方 式 等)を明 らか に する 。 原 
則 として 間 接 撮 影 で 、 10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I.I.方 式 とする 。  

□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ撮 影 、 I.I.方 式 等)を明 らか に する 。 原 
則 として 間 接 撮 影 で 、 10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I.I.方式 か DR 撮 影 とす 
る 。 

□ 撮 影 枚 数 は 最 低 7 枚 とする 。  □ 撮 影 枚 数 は 最 低 8 枚とする 。  
 
□    撮 影 の 体 位 及 び方 法 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 の 方 式 に よ る もの 
とす る 。 注 1）  

 
□    撮 影 の 体 位 及 び方 法 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 の 方 式 （ 変 法 も含 
む ） に よ る もの とす る 。 注 1）  

 
□ 造 影 剤 の 使 用 に 当 た っ て は 、 そ の 濃 度 を 適 切 に (180～ 220W/V% の 高  濃
度 バ リ ウ ム、 120～ 150ml とする )保 つとともに 、 副 作 用 等 の事 故 に 注 意 す
る 。 

変 更 な し 

□  撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 に よ る 研 修 を 修 
了 する こ と。  

□      撮 影技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器が ん 検 診 学 会 、 もしくは NPO 日 
本 消 化 器 が ん 検 診 精 度 管 理 評 価 機 構 に よ る 研 修 を修 了 する 。  

 
□           撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定技 師 数 を報 告 す 
る 。 

 
□   撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師 数 を 、 都 道 府 
県 な どの 求 め に 応 じて 報 告 する 。  

読 影  読 影  
□    読 影 に 従 事 する 医 師 は 、 読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 
定 医 数 を報 告 す る 。  

□読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 認 定 医 数 を、 都 道 府 県 な どの 求
め に 応 じて 報 告 する 。  

 
□ 読 影 は 原 則 として 2 名 以 上 の 医 師 に よ って 行 う （ う ち 一 人 は 日 本 消 化 
器 が ん 検 診 学 会 認 定 医 とす る ） 。 そ の 結 果 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 
写 真 と比 較 読 影 する 。  

 
□    読 影 は 二 重 読 影 とし、 判 定 医 の 一 人 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 
医 とする 。 必 要 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 写 真 と比 較 読 影 す る 。  

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□   X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
説 明 は 受 診前 に 行 う 。 ま た、 チラ シな ど全 員 が 持 ち 帰 れ る方 法 で 行 う 。 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  

 
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し 
 
□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。  

 
□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な ど に つ い て 、 受 診 者 に 説 明  す
る 。 

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
 
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 2） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 
受 け る 。  変 更 な し 

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 胃 が ん 専 門 家 を 交 え た会) 
を設 置 する 。  

□読 影 向 上の た め の 検 討 会や 委 員 会 （ 外 部の 胃 が ん専 門 家 を交 え た会 ）  を設
置 する 。 
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3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

 □受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  
 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

注 １ ）    新・ 撮 影法・ 変法 、直接 撮影法 、DR（ Digital  Radiography） 及び 注 １ ）     新・ 撮 影法・ 変法 、直接 撮影法 、DR（ Digital  Radiography） 及び
FDP（ Flat    Panel    Detector） に よ る 撮 影法 は 、 日 本 消 化器 が ん検 診 学 会 （ Flat   Panel   Detector） に よ る 撮 影 法 は、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 発 行、 
発行、 新・ 胃 X 線撮影 法     (間 接 ・ 直接 )ガイドラ イン（ 2005） を参照 新 ・ 胃 X 線 撮 影 法 ガイ ド ラ イ ン 改 訂 版（ 2011） を参 照 

注 2）   組 織 や 病 期 把 握 の た め の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 2） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  
織 検 査 結 果 な ど  

 


